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外国為替と国際通貨 (TI)

一『国際経済の理論』補遣ー一

木 下 悦

Ill 為替相場について

為替相場についての海保と寺薗の批判をきこ

う。

批判VIlI。（海保幸生）「氏の為替相場論は，金現送費

の負担という貨幣論的規定と利子率という信用論的

規定と分裂することになる。そして前者の規定要因

たる「国際貸借」は経常収支と長期資本収支から構

成されるとはいえ，氏の立論からみてもその中心が

貿易収支といえるから，貿易収支（差額）＝貨幣論的

為替相場論と資本収支（差額）＝信用論的為替相場論

とに分裂することになる。その結果，信用論的為替

（相場）論を強調されると，貿易収支およびその背後

にある内外商業信用と切断された論理展開になる。

それは，氏の外国為替取引論における対外債務者の

（実現された価値としての貨幣の）送金視角に，更

には対顧客取引＝「本来の為替取引」の軽視と対顧

客相場の与件性とにあらわれている。」1)

この中で国際収支についてはすでに小著第一

章で論じているので，ここでは重ねてふれない

で，為替相場に限って取りあげよう。批判は，

1) 海保幸生，わが国における外国為替論，『信用
と外国為替』 112ページ。

筆者が，一方で実質為替相場の本質は相殺によ

って節約できない貨幣（金）現送費用を個別資

本が負担するところから生じていると説いたこ

とと，為替相場の運動は，決済を必要とする国

際的債権債務の差額と，決済の繰延べに介入す

る国際的信用の量と，によって規定されるとし，

後者は利子率によって左右されると説いたこと

とに，理論上の断層があるというのである。し

かし，これは果して貨幣論的為替相場論と信用

論的為替相場論との分裂なのであろうか。

もともと国際的債権債務がつねに相殺されて

いれば為替相場は成立しない。上述のように，

外国為替取引を直接的な国際的相殺として捉え

る議論からは為替乎価が射程内に入るだけで，

為替相場は単にそれからの逸脱と説くのも当然

の結果であろう。ここからは本来の為替相場論

は生まれてこない。さらに，国際的債権債務の

差額がすべて世界貨幣＝金で決済されるという

抽象的な理論次元で考えて，その際の貨幣現送

費用が個別資本の負担ではなく，社会的に負担

されるとすれば，この場合にも為替相場は成立
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しない。これは必ずしも例外的事態ではなく，

外国為替の国家独占や国際清算協定の下で起る

ことであり，内国為替に為替相場現象が起らな

いのも原理としては同じ内容である。そのこと

を念頭におくならば，このような抽象的理論次

元で，為替相場現象が成立する条件は金現送費

を私的資本が負担するためであることを明確に

することが是非必要であると考えたのである。

表現として適切であるかどうかは別として，こ

のような根拠から，これをもって為替相場の本

質と呼んだのである。

しかしながら，為替相場の運動は，さきにも

論じたように，国際的相殺とその残高処理を一

体化しているという外国為替取引の基本的特徴

に関連している。つまり外国為替取引に内蔵さ

れている差額の繰延べ払い信用の様々の形態で

の介入の程度によって，現金決済，すなわち世

界貨幣＝金の現送必要量が左右されるメカニズ

ムになっている。時々の国際間債権債務の差額

の大きさと供給される国際的信用の規模が為替

相場の水準を規定するのであって，この為替相

場の水準が金現送費を越えない限り，金本位制

の下でも金現送は起らない。そしてこの追加的

国際的信用量は利子率に影響される限りにおい

て，為替相場もまた利子率によって影響され

る。

このように考えるのだから，筆者はブレトン

・ウッズ協定の下で維持されてきた固定相場制

を，金 1オンス＝35ドルでの金ドル交換によっ

て維持されていたとは考えない。もしそうな

ら，固定レートは金現送費の範囲内で変動した

であろう。実際は金現送とは無関係に，協定に

もとづいて上下 1%以内に（実際は0.75％以内

に）為替相場変動が封じ込められていたのは，

アメリカ以外の各国の通貨当局が過剰なドル建

第 46巻第 6号

の国際的債権を変動限界の相場で無制限に肩代

りし，また国際的債務の決済に不足したドル資

金を政府機関が変動の限界レートで無制限に供

給したからである。つまり，各国通貨当局の信

用操作が，ないしはその供給する信用量の規模

が為替相場を一定変動幅内に留めたのである。

これは周知のところだが，この中に為替相場と

信用の関連を読み取ることが重要だと考える。

これが明らかになっていれば，変動為替相場制

になったからといって，改めて新しい為替相場

理論を探す必要もないであろう。ブレトン・ウ

ッズ体制の下では，金現送ないし金決済を意味

するドルと金を交換するかどうかは，金外貨準

備の価値保全の視点から行う通貨当局自身の選

択の問題であって，通貨当局が為替相場の「固

定化」のための信用操作に乗り出すかどうかと

は全く別次元の問題になっている。

為替相場の運動をこのように考えるので，古

典学派のいう名目的為替相場（両国の法制上

の，ないし事実上の金（銀）平価にもとづく為

替平価）と実質的為替相場のうち，筆者は後者

を為替相場論の中心課題と考えている。

第二の論点はこの点に対する批判である。

批判1X 。（海保幸世）「「名目的為替相~の変化さえ

実質的為替相場の変動を媒介して貫徹し，時には後

者が前者の変化を促すことさえある」というきわめ

てすぐれた問題意識も，不換制下においては両為替

相場を「識別する手段がわれわれに残されていない」

というようにその理論化を放棄されてしまう。」2)

批判X。（寺園徳一郎）〈筆者が実質的為替相場の連

動を解明するには，名目的為替相場を捨象すればよ

いと云ったのに対し。〉「しかし，名目為替相場の変

動を「捨象」せよといわれても，これを捨象したの

のでは実質的為替変動の起点の高さが判らなくな

り，変動のみが浮きあがることになりはしないか。

「名目的為替相場は金本位制下での金乎価iに比定す

2) 海保幸生，前掲論文
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べきものだろうが，果して両者を同様に扱ってよい

かとなると疑問を抱かざるをえない」といわれるさ

いの「疑問」の内容をうかがいたい。」3)

この二つの批判は，批判者の理論的立場は異

なるが，同じ内容を含んでいる。金本位制の下

ではもちろんのこと， 19世紀初頭でのように，

金兌換は停止されていても，一方で貨幣として

の金の流通が行われていた時期にあっては名目

的為替相場はほぼ明確に捉えることもできたで

あろう。問題は今日のようにそれぞれの国内流

通から金が全く姿を消した状況の下で，しかも

変動為替相場の支配する下での，両替相場の関

係である。ここでは果して名目的為替相場を確

認する手段があるだろうか，と問うているのに

対し，これでは理論化の放棄であるというのが

海保であり，寺園はそれでは起点のわからぬ変

動ではないかというのであろう。

寺園の批判に対しては，もはや今日の変動為

替相場制は，金平価にもとづく為替乎価（名目

的為替相場）を起点として，それからの背離と

して現われるような変動（実質的為替相場）で

はないと考えている，とひとまず応えておこ

ぅ。

今日ではもはや国際的債権債務の差額を世界

貨幣（金）で決済しないのだから，すべての国際

的債権も，債務もその現金決済が繰り延べられ

ていることになる。このような繰り延べが継続

できるとすれば，少くとも中期的に国際収支が

均衡するものと予想してのことであろう。もし

このような均衡がえられないとすると，国際的

債権ないし債務が一方国に累積することになる。

このような状況が予想もされ，実際にも起る状

況の下ではおそらく変動為替相場制そのものが

維持できないはずであろう。しかし，実際は逆

3) 寺園徳一郎，通貨の国際的関係， 129ページ。

なのである。もし，短期的，中期的に均衡が予

想され，実際にも均衡する場合には金本位制は

維持できるのであって，このような均衡のえら

れない事態の下で変動為替相場制に移行するの

である。それではなぜ変動為替相場制がこのよ

うな状況の下で機能しうるのだろうか。累積的

不均衡下で国際的決済の繰延べ信用が無際限に

得られないだろうから，変動為替相場制が維持

できないはずだとしたのは，金平価にもとずく

為替平価（名目的為替相場）があって，実質的

為替相場がそれを起点として変動すると考えた

からである。実際には変動為替相場制が，短期

に大幅な変動をくりかえしながらも，機能して

いるのは，変動した為替相場自体が国々の経済

過程に反作用して，ある程度の国際的不均衡の

調整機能を発揮するからである。この反作用は

国際経済関係の様々の部分に一様に起るもので

はなく，不均衡をすべて是正するわけでもない。

自由放任どころかかえって，それぞれの国で政

府により政策介入を余儀なくされる場合が多

ぃ。それにしても変動為替相場制が曲りなりに

も維持されるのはこの反作用の効果であるとい

える。変動為替相場制の下での国際収支の自動

均衡化といわれるのはこれである。寺園流の表

現に即していえば，起点から離れるのが変動で

あるばかりでなく，起点そのものが変動にひき

よせられているといってよかろう。このように

動揺する起点はもはや両国の金平価にもとずく

為替乎価（制度上でなく，事実上のそれであろ

うと）とは違った内容のものであろう。

この約10年間の変動為替相場制の経験が示す

ように，一年間に数十％も上下する為替相場を

国々のインフレ率格差によって説明できるとは

考えられないからである。まして実際の金の市

場価格と関連させて金乎価を設定することで，

- 3 -



経済学研究

起点＝名目的為替相場を確定することなどでき

ないであろう。むしろ，かつての名目的為替相

場と実質的為替相場の関連は，今日では，上述

のような姿で貫徹しているのだといえぬことも

ない。ただこのようにたえず上下に動揺する起

点はもはや起点の名に値しないと考えるのであ

る。このような事態を前にして， 19世紀的意味

での名目的為替相場，すなわち金（銀）平価に

もとずく為替平価を持ち出さなければ，現実の

展開を説明できない理論ならば，むしろ理論の

側に問題があると考える。このように考えるこ

とが「理論化を放棄している」ことになるので

あろうか。

これを別の角度から検討してみよう。

寺園は筆者が購買力平価説を拒否している姿

勢に反対しているので，ひとまず購買力平価説

的思考法にしたがって変動為替相場制を検討し

て，それが金本位制下の為替相場運動との相違

を検討しておこう。

購買力平価説にしたがって考えれば次のよう

になる。為替相場の変動を両国のインフレ率格

差をデフレーターとして算定すればつねにほぼ

均衡している為替レートが得られるであろう。

「実質為替相場」と呼んだ変動はこの均衡レー

トからの時々の逸脱を指すにすぎない，という

ことになろう。この見解を支えているのは，こ

の均衡レートの下では少くも中期的には国際収

支が均衡するという考えである。カッセル自身

も第一次大戦前の金本位制下のレートを基準に

購買力乎価を考えているだけに，マルクス貨幣

論のメタリスト的解釈を支持する人々がこの購

買力平価説に親近感を抱くというのも無理でな

いかも知れない。思考の共通性は次の二式の類

似性に認められよう。

第 46巻第 6号

購買力平価＝基準時の為替相場
（均衡為替相場） （均衡為替相場）

ーと．
自国通貨の減価率

・相手国通貨の減価率

名目為替相場＝金平価
（実質的金平価）

_,__ 自国通貨の減価率
・相手国通貨の減価率

・・・・・・(1)

・・・・・・ (2)

ところで， 10年間に近い最近の経験からし

て，購買力平価説が期待している均衡レートを

変動為替相場制は保証していないといえる。変

動相場制論者の論拠の一つしま，両国のインフレ

率に格差がある限りは固定為替相場制は維持で

きない，というのであった。しかし，変動為替

相場制の下で得られたのは決して各国通貨の購

買力を反映した，均衡レートではなかった。そ

の事実をふまえた上で， メタリストの購買力平

価説的見解の問題点を拾ってみょう。

第一に，両国のインフレ率の格差に検討を加

えねばならない。購買力平価説からいえば，貨

幣の購買力の変化はすべてインフレーションで

あると片付けても良いであろうが，マルクス貨

幣論からすればそれは許されまい。インフレー

ションを不換紙幣ないし不換銀行券の過剰投入

がひきおこした価格標準の代表する金量の減少

を指すと解するならば，同じ貨幣の購買力＝貨

幣の相対的価値の減少といっても，このインフ

レーションと金本位制の下でも起るその変動と

を区別しなければなるまい。いいかえれば，ィ

ンフレーション以外に金本位制の下でも起る貨

幣の相対的価値の変動があるのだということで

ある。前者は金平価を修正するが，後者は金平

価にはかかわりがないのである。

金本位制の下で起る貨幣の相対的価値の変動

には二つの要因が考えられよう。一つは，景気

循環局面に応じて起る一般的物価水準の騰落の

反映としてのそれである。これが国々の景気局
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面を反映して国際間で不均等な動きを示し，国

際的な貨幣の相対的価値の相違をひきおこすで

あろう。いま一つは，両国の生産力発展の不均

等の結果としてひき起されよう。労働の生産性

の増大は個別商品価値を逆比例的に小さくする。

したがって，一国の労働生産性の全体（＝国民

的労働生産性）の増大は一般的物価水準に影響

しよう。それゆえ，国民的労働生産性の発展の

不均等によって，国際間の貨幣の相対的価値の

相違に変化をひきおこすであろう。この問題は

国際価値論についてどのような見解をとろう

と，動態的な国際的な変化をとりあげる以上

は，考慮のなかに入れねばなるまい。この二つ

の要因によって金本位制の下でも，国々での貨

幣の相対的価値に格差が生まれるのである。上

の見解にはこの点が考慮されていない。

ところで，重要なことは，これらの原因によ

って国際的な物価水準に格差が生じたとして

も，金本位制の下では，為替相場がこれを調整

するように変化したという事実もなければ，ま

たその格差から起った国際収支の不均衡を為替

相場の変動を通じて均衡させる作用も十分に働

いていたわけではなかった。金本位制の下で

は，国際収支の不均衡に応じて為替相場が金平

価を中心に金現送点の範囲内で上下していたと

いっても，金平価に復帰するのは国際収支が均

衡したからであるよりは，国際収支の差額が金

で決済されたからである。それによって為替相

場が金乎価に戻っただけである。したがって為

替相場が金平価にあることと，国際収支の不均

衡の存在とは別物である。いいかえると，国際

収支が不均衡になると為替相場は変動するが，

為替相場が金平価に一致（あるいは現実の為替

相場が名目為替相場に一致）しても，国際収支

は均衡しているとはいえない。これが金本位制

下の為替相場の運動法則である。すなわち，国

際収支の不均衡がつづいていても，金による決

済が行われるならば，いつでも為替相場は金乎

価に戻ることができるのである。金平価は決し

て均衡為替相場ではないのである。上述の見解

にはこのことが考慮されていないと思う。

さらに，このことを確認した上で問題となる

のは，金本位制下で一国の国際収支の赤字がど

こまで続けることができるかである。極端な金

流出，とくに中心国のそれは，国際金本位制の

存続を脅かすであろう。それゆえ，国際収支の

不均衡の反転をくりかえすことなしには，金本

位制の存続はありえない。いわゆる「金本位制

のゲームのルール」がそれである。金本位制の

下でのこの一種の「国際収支の均衡化作用」は，

金流出入に伴う国々の信用の収縮と緩和によっ

てもたらされる再生産過程への影響や，利子率

の変動によってひきおこされる国際資本移動な

どを内容としているであろう。この均衡化メカ

ニズムを，経済過程に内蔵されたいわば自動的

過程であったとみるか，それとも国々の，とく

に中心国政府の政策運営に帰するかについては，

おそらく評価は分れるであろう。この点につい

てはいずれを支持するにせよ，為替相場の金平

価への均衡化と，国際収支の均衡化とは別次元

の問題である。一方，購買力平価説はもともと

変動為替相場制の下での理論であり，購買力平

価によって，国際収支の均衡を達成しうるレー

トが得られると想定しているのである。この両

者の関係ないしは相違を認識することが重要で

あると考える。筆者は国際的現金決済＝金決済

のみが行われているとすれば（これは全くの理

論的に抽象的な仮定だが）「金本位制のゲーム

のルール」が比較的狭い幅（世界貨幣としての

金の量の範囲）でしか働かず，金平価は平価変
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更によってのみ変化するであろう，と考えてい

る。ところが，国際的信用が発展すればするほ

ど，一方では，国際収支概念の内容が多義化す

るとともに，他方では，国際収支の不均衡が大

幅でしかも長期にわたって継続しうるようにな

るであろう。そのようになればなるほど，国際

収支の均衡と商品経済視点だけから捉えられた

均衡点である購買力平価とは背離するのは当然

であろう。変動為替相場支持論者の期待が現実

の展開によって裏切られたのは，この脊離を考

慮に入れていなかったからであろう。同様に，

もし，名目的為替相場を購買力平価と同じよう

に国際収支の均衡状態と考えるとすれば，今日

のように発達した国際的信用の存在を無視した

国際通貨論であると考える。貨幣論のもっとも

抽象的な段階の論理で今日の発展した国際経済

現象を切ろうするのは無理ではないかというが，

筆者の素直な感想である。

w 価値尺度と国際通貨の尺度機能

批判XI。（楊枝嗣朗）「「この（国際的）信用制度が信

用からなる限り，債務の返済，すなわち現金である

金による返済を前提とし，基礎としている」（木下）

といった，現在の国際的信用制度があくまでも世界

貨幣金に直接，立脚しているといった主張がポンド

体制とドル体制間にある飛躍，継絶を認識されるこ

となく繰り返されている」1)

批判XII。（楊枝嗣朗）「名和統一氏は『資本論』開巻冒

頭の「資本制生産様式が支配的に行われる諸社会」

の「諸社会」に注意を喚起されておられる（『国際価

値論研究』日本評論社， 1949年， 249ページ）が，

木下氏はこの「諸社会」を「社会」に変え，それを

「個々 社会（＝国民経済）」（32ページ）と理解される

ことから，「本来，貨幣の価値尺度機能と価格の度

量標準の成立はそれぞれの社会（国民経済）内部の

ことである。原理的にもそれは明らかである」 (222

ページ）と断言された。私が疑問とするのは以下の

1) 楊枝嗣朗，国際通貨と信用創造『金融学会報告』

48号80ページ。

第 46巻第 6号

点である。第一に価格標準が各国国民経済内部のも

のであることは私自身も認めるが，貨幣の価値尺度

機能までもが国民経済内部のものであるのならば，

何故に氏はその労作の第二章第一節において世界貨

幣について論述されたのであろうか。価値尺度とし

ての貨幣が国民経済内部のことであるならば，価値

尺度としての貨幣は世界貨幣なる機能を展開する必

然性を有しないはずであるから，世界貨幣なる概念

は生じようにもない。また，国際通貨が貨幣に代っ

て価値尺度機能をはたすと言われるなら，「国際通

貨に完全な金交換が保証されているならば，その価

値内実を確定されているのだから，独自の尺度機能

を果たすについても，十全な働きができる」 (223ペ

ージ）などと言われることもないのではなかろう

か。尺度を果たすもの（国際通貨）の機能を保証す

るのに尺度を果たさないもの（金）との交換が必要

とされるはずはないであろう。

第二に，「国際通貨の尺度機能とは，国際通貨の

尺度機能とは国際通貨と周辺国のそれぞれの通貨と

の間の為替相場によって構成される一定の比例関係

の体系であるといえよう。あえて類推的手法が許さ

れるならば，周辺国の通貨を相対的価値形態におい

て国際通貨が一般的等価形態に立つという関係にな

ぞらえることができる」 (222ページ）という叙述に

みられる価値形態論の国際通貨と周辺国通貨への適

用である。価値形態論においては「第一の商品は能

動的役割を演じ，第二の商品は受動的役割を演じ

る） （『資本論』 134ページ）と言われているように

相対的価値形態にある商品にイニシアティヴがあ

り，等価形態に立つ商品は受動的に振舞うのであっ

て，氏の明らかにされた国際通貨成立条件からして

国際通貨が等価形態に立ちえないことは言うまでも

なく，もともとそうした類推は成り立ちえないはず

である。

第三に，氏は「国際通貨とは支払手段としての貨

幣の機能にもとづいて発展した信用貨幣の一種であ

り，特定国に対するその国通貨建貨幣請求権をその

実体とし，これをもって第三国間貸借の決済にまで

用いられるに至ったものを指している」（210ページ）

と定義された。 iしたがって「国際通貨の尺度機能」

とは，債権が尺度機能を果たすことであろう。しか

し，債権が尺度機能をもつならば，国民経済内部に

おいても債権が尺度機能をもちえないはずがないで

あろうから，氏は何も貨幣商品金に拘泥されること．．． 
もなかったわけである。しかし「ただ表象的な貨幣
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でも価値尺度という機能に役だつとはいえ，価格は

まったく実在的な貨幣材料に依存している」（『資本

論』， 207ページ）ことを想起する必要があろう。私

には木下氏が「国際間における貨幣価値の相対的相

違」（木下悦二『資本主義と外国貿易』有斐閣， 1963

年， 147ページ）をあまりにも固定的に把握された

ことが右にみた金廃貨論的展開を示されることにな

ったように思われる。」2)

楊枝の批判には，書かれた時期が異なるとは

いえ，二つの相反する側面からの批判が含まれ

ている。すなわち，批判XIにみるように，国際

通貨の本質は国際間の信用なので，信用の背後

には世界貨幣＝金がなければならないという筆

者の主張に対して，このような形で，現れるは

ずもない金を持ち出したことについてである。

いま一つしま，批判XI[にみるように，国内での不

換化がほぼ徹底した状況下で，ブレトンウッズ

体制下では，金 1オンス＝35ドルの金ドル交換

をもって各国通貨の価値が金に裏付けられてい

ると説く長らく支配的であった見解に対し，国

内での完全な不換化の下での金の価値尺度機能

の議論の困難は国際局面に持ち出しても解決さ

れるはずがないという問題意識から，貨幣の価

値尺度機能はもともと単一社会（国民経済）内

部に属すると筆者が説いたのに対し，楊枝はこ

れは「新説」であって「金廃貨論的展開である」

というのである°一度は金を持ち出したことで

非難され，他方では金を見失なっていると批判

される。一見誠に全く矛盾する批判にみえる。

しかし，これは実は楊枝と筆者との世界貨幣に

ついての理解が隔っているところから生じてい

る。世界貨幣もその一翼を担っている「貨幣と

しての貨幣」というのは生身の金であると捉え

る筆者とは違って，価値尺度に関心を限る楊枝

は観念的な金ですむというのである。

2) 同「マルクスの貨幣形成論」『金融経済』 187号

53-54ページ。

筆者の問題意識からすれば，国内的には不換

化の結果として貨幣としての金は不要になった

（金廃貨化），見方をかえれば信用による貨幣

（金）の置き換えが完成したけれも，世界市場

（国際交換の場）では金廃貨化への努力にもか

かわらず完成していないし，資本主義の支配す

る世界の下ではおそらく完成しないのではない

か，と考えているのである。すなわち，金が世

界貨幣であるというのは，世界市場では現金と

いえるものは金以外にはないという意味であっ

て，国際間における現金決済とは金の受渡しを

意味するというのが筆者の立場である 3)。国際

間においても信用による貨幣の排除ー一国際通

貨もその一形態だが一ーは進んでいるけれど

も，依然として完成していない。それを無理矢

理に押し切ろうというのが筆者の理解する「金

廃貨論」である。金の価値尺度機能ーー観念的

存在としての金でよい一ーを認めるか否かに

「金廃貨論」の基準を求めている楊枝とでは根

本的な見解の相違がある。「金廃貨」を事実の

問題と捉えるか，理論の問題と捉えるか，の差

であろう。信用が終局的に現金決済によって支

えられているというのに反対するのが楊枝の第

ーの批判点であり，金の価値尺度機能を問題に

していt~いというのが第二の批判点である。

議論を一歩進めよう。価値尺度についての筆

者の見解を明らかにすることが『補遺』と銘打

った本稿の課題であろう。問題は二つに分れ

る。一つは，貨幣の価値尺度機能はもともと国

民経済内部のものであるという見解は筆者の

「新説」であるという楊枝の批判は妥当してい

るか，であり，いま一つは，完全な不換化の下

3) 外国為替制度の発展している下では，近年ソ連
が世界の金市場で金を売却して， ドルやマルク
を入手して，決済に当てているように，現金決
済としての金現送が願倒した姿で現れている。
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での貨幣の価値尺度機能の問題は国民経済内部

で解決しておくべきであって，国際金為替本位

制として国際間に持ち出して解決したから，

1971年の金ドル交換の停止によって理論的混乱

を余儀なくされたのだ，とみる筆者の立場から

して，少くとも国民経済内部での理論的解決の

方向を示唆しておくことである，

まず第一の問題だが，楊枝は「価値尺度とし

ての貨幣が国民経済内部のことであるならば，

価値尺度としての貨幣は世界貨幣なる機能を展

開する必然性を生じないはずであるから，世界

貨幣なる概念は生じようにもない」と批判する。

貨幣といえばすべて価値尺度として捉えようと

する楊枝の見解の当否はさしあたり貨幣論の専

門家に委ねたいのだが，筆者は世界貨幣という

時には『資本論』第一篇第三章を念頭において

いるのであって，そこでは「価値尺度」「流通手

段」と対置された意味での「貨幣」が取り上げ

られ，世界貨幣はそこに含まれている。ここに

いう「貨幣」，すなわち「貨幣としての貨幣」

とは生身の金が登場する諸側面を論じているの

である。それゆえ世界貨幣としては生身の金が

果す役割を論じるのが課題であると考えている。

問題は価値尺度機能は国民経済内部のものと云

う意味である。価値とは，もともと一つの社会

（それは一定の人口集団が一つの経済統合体と

して捉えられるような社会である。したがって

現実には国民経済として存在すると考えるのだ

が）の内部の分業と交換を通じての人間の結合

関係を規制する範疇として成立するものだと考

えている。それゆえ，価値概念はそれぞれの社

会の内部において特定された「内容」が与えら

れる概念である。それゆえ，マルクスも価値の

実態は等ーな人間労働であるとしながらも，価

値の大きさを規定するのは「社会的必要労働時

第 46巻第 6 号

間」であるとして，「現に存在する正常な生産

諸条件と労慟の熟練と強度の社会的平均度」と

その内容を示しいる。つまり価値の特定された

「内容」は時代により国によって異なるのであ

る。つまり，いずれの社会（国民経済）におい

ても，等しい論理構造の下で価値範疇が成立す

るということと，個々の社会（国民経済）の内

部においてこの価値の特定された「内容」が異

なるということとは別のことである。このこと

こそが筆者にとって国際価値論の課題であった。

楊枝が批判の初めの部分で筆者と名和統一との

相違を問題にされているが，いわゆる国際価値

論争の中で他のほとんどすべての論者とは反対

に「国民経済」の意義の大きさとその理論的位

置づけの重要性を終始一貫して主張しつづけた

のがこの両名であって，『資本論』の冒頭の一

句の諸社会を国民経済と読むことについても，

名和と筆者の間に相違はない。このことはいさ

さが余談だが，名和理論と筆者の理論の継承関

係は正にこの点にあったのであって，この点は

名和も承認されるところであった。価値概念に

ついていえることは，価値尺度機能についても

いえる。特定の貨幣商品がそれぞれの社会（国

民経済）の内部で同じ論理構造の下で価値尺度

機能を営むというのが一般理論である。そのこ

とと，それぞれの社会の内部でどの貨幣商品が

歴史的に価値尺度機能を営むようになるか，ま

たそれぞれの社会の内部で特定貨幣商品の一定

重量がそれぞれの社会の「価値」のどれだけの

量の体化物として尺度単位として働くか，とい

うこととは別のことである。それだからこそ，

マルクスも次のように述べている。

「一国の国内流通では，ただひとつの商品だけが価

値の尺度として役だっ。しかしある国では金が，他．

の国では銀がこの機能を果たすのであるから，世界

市場では二重の価値尺度が適用し，貨幣は他のすべ
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ての機能においてもその存在を二重化する。」4)

価値形態論が教えるように，貨幣は他のすべ

ての商品を相対的価値形態に追いやり，唯一の

商品が等価形態を独占するゆえに成立する。そ

れゆえ個々の社会（国民経済）の内部では唯一

の貨幣商品が価値尺度となるのは論理的に必然

的な帰結である。それにひきかえ世界市場で

は，それを構成している個々の社会（国民経済）

の内部である時には金が，またある時には銀が

貨幣商品となり価値尺度機能を果すから，価値

尺度が間接的で二重の価値尺度にならざるをえ

ないのである。この特殊性は上のような構造か

ら生じているのである。したがって，貨幣の価

値尺度機能を国民経済内部のこととしたのはこ

の構造の基礎部分を指摘したのであって「新説」

とはいえないと確信している。

不換化の下での貨幣の価値尺度機能の問題は

国民経済内部の問題として解決しておくべきで

はないかという筆者のいう意味について少しく

ふれておこう。これはもともと貨幣論の専門的

研究者の固有の課題だが，これに関連して周知

の錯雑した論争があり，正直にいって論争につ

いて立ち入るだけの準備はない。ただ，不換下

での貨幣の価値尺度機能をめぐる理論上の困難

を国際面に持ち出して国際金為替本位制として

金による裏付けを主張する安易な理論上の操作

が， 1971年の金ドル交換停止後の混乱をひきお

こしたのだと思う。筆者は理論上の困難は次の

ところにあるように考えている。貨幣商品，た

とえば金の自然的材料が価値の尺度の役割を果

し，金の一定重量に与えられた名称が価格の尺

度標準である，というのがマルクスの規定であ

る。それゆえ，価格の尺度標準，すなわち金の

4) マルクス，経済学批判，大月文庫版訳， 196ペ

ージ。

重量に与えられた名称は何であれ，金の重量そ

のものはいずれの国でも変らない。価値尺度機

能を国民経済内部のものという指摘に楊枝が反

対したのは正にこのことであって，その金の一

定重量が各国において代表する国民的労働量に

相違があるというのが筆者の主張であった。問

題は一歩進めて，円とかドルとかの「国民的衣

服」である価格の尺度標準が金の重量に与えら

れた単なる名称であって，この名称の変更，す

なわち平価の変更がない限り，それが代表する

金量に変りがないならば，理論上の混乱が起ら

ないはずである。しかし，実際には価格の尺度

標準は流通手段として価値章標，ないし流通手

段化した銀行券の流通法則にしたがって「価

値」変動をひきおこすのである。つまり，兌換

によって一定量の金重量に価値章標ないし銀行

券に表示された価格の尺度標準がリンクされて

いなければ（兌換による保証がなければ），これ

らの券片が流通手段の運動法則にしたがって代

表する「価値」に変動をひきおこす，しかも，

それは個々の「券片」の価値の変動にとどまら

ず，価格の尺度標準そのものの「価値」変動を

ひきおこす。価格の尺度標準が代表する価値量

は，もはや本来の価値尺度である金の重量単位

に与えられた名称という間接的に代表された価

値量から離れて，自立した別個の変動（インフ

レーション）をひきおこす。金属貨幣が一般的

流通面から全く姿を消してしまった完全な不換

化の時代には，価格の尺度標準が不完全ながら

価値尺度機能を代位する論理構造をつきとめる

ことこそが貨幣論者にとっての本来的課題でな

いかと考えている。それを回避して，価値尺度

としての金は観念的存在でよいということを極

端にまで押し進めて，貨幣としての金が実際に

存在しなくしもよいということになると，逆に
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貨幣商品が金でなければならない必然性も疑わ

しくなる結果になろう。しかも現に激しく上下

している「金価格」を前に価値尺度と価格の尺

度標準との関係の再構築に難渋することになる

ように思う。

楊枝の第二の批判点にふれておきたい。国際

通貨となる基軸国通貨がニューメレール機能を

果すと通常いわれていることの意味を探った小

著終章の箇所でマルクスの価値形態論を類推的

に援用したことが批判の対象となっているので

ある。

上述のように，金属貨幣の流通の下では，価

値尺度と価格の尺度標準との間の区別は一目瞭

然であり，マルクスの解明したところには疑問

の余地がない。しかし，金属貨幣が流通しなく

なり，国内的に不換化が完成すると，本来的には

金属の裏付けなしには価値尺度としての役割を

果す能力をもたず，その上，それ自体価値物と

して投下労働量によって変動するという貨幣商

品の場合とは全く異なって，流通手段として価

値章標の運動法則にしたがって代表する価値の

動揺する価格の尺度標準が，価値尺度を不完全

で不正確ながら代位することになる。こうした

単一社会内部の関係をさえ越えた国際経済関係

の世界の問題がここでは課題である。国際的諸

経済交流が休みなく行われ，そこから派生する

国際的債権債務の決済が進行してゆくならば，

それはそのまま個々の価格の尺度標準相互の換

算が，たとえ変動常ないにしても，実行されて

いるわけである。このような視角からして，こ

の各国の価格の尺度標準の国際的換算に際して，

国際通貨（基軸国の価格の尺度標準）が尺度機

能を果しているかどうかが問題とされているの

である。つまり，楊枝にとっては，尺度機能と

いえばすべて貨幣の価値尺度機能の問題なのか

第 46巻第 6 号

も知れないが，筆者にとってのここでの課題は

全く論理次元の異なる対象に関係している。マ

ルクスの価値形態論を類推的に援用したといっ

ても，それは論理次元が等しいからではなく，...... 
二つの課題の間に一定の論理の類似性を認めた

からである。すなわち，価値形態論での展開に

際しては，「直接的な交換可能性」が理論的槙杵

として利用されている。等価形態というのがそ

れである。一方，諸国民通貨においても「交換

性」 (convertibility) が考察の環となっている。

ここに類推の環を見出したわけである。つま

り，特定国通貨が他の国々の通貨との間に現実

に直接的な交換可能性が拡ってゆくとすれば，

それは丁度，「発展した価値形態」の場合に似

て，いわば相対的価値形態にあるこの通貨が等

値形態にある各国通貨との交換＝等置によって

価値の大きさが実証されたことになろう。一例

をあげれば，輸出を通じて獲得したドルは相対

的価値形態にあり，円は等価形態にある。 ドル

が他の多くの通貨を等価形態としてもつことが

できたならば，これは「拡大した価値形態」と

の類似性を認めてよいであろう。そしてやがて

一歩前進すると，この国の通貨，たとえばドル

は基軸国通貨として一般的等価形態の立場に立

つとみてよいであろう。すべての他の国の通貨

相互間では直接的な交換可能性は必ずしも保証

されていないが，基軸国通貨にはそれがある。

たとえば，円をトルコのリラに直接転換するの

が困難であろうが，一度びドルに転換するなら

ばそのような困難は解消される。こうしてドル

の基軸通貨の役割が固まってしまうと，各国通

貨はドルにリンクされ，対ドル相場が甚準相場

となる。そして他の通貨間の相場はドルを介し

て裁定相場として成立するようになる。こうし

た関係を国際通貨ドルの尺度機能といったので
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ある。これらは現実の為替相場であるから，決

して各国の国民的価値の相互間の関係を正確に

表現するものでは決してない。つまり価値尺度

論からは遠く離れた次元の議論なのである。

v 国際通貨ドルの流通根拠論への疑問

国際通貨ドルを金の代理証券とみていた見解

が金ドル交換停止後理論的混乱に陥っているよ

うに思われる。そこから不換の国際通貨ドルの

流通根拠といった議論が現われはじめている。

この中で「強制通用力の国際的適用」というあ

る意味ではもっとも歯切れの良い理論を展開し

ていた今宮謙二が新著『国際金融危機』のなか

で批判を考慮しての補強と反論を行っている。

反論を引用しておこう。

「第 1点は，世界市場における貨幣には流通手段機

能がないという点である（この点についてくわしく

論じているのが木下悦二氏である一一前掲『国際経

済の理論』 86ページ以下参照ーーしたがって，ここ

で本格的に問題とするにはかなりのページ数を必要

とするが，ここではとりあえず問題点のみをあげて

おくこととする）。たしかにマルクスの指摘をまつま

でもなく，世界貨幣機能は国内の貨幣機能と比べて

独自な性格をもっている点は当然である。と同時に

いずれも貨幣としての共通の性格を有していること

はいうまでもない。たとえばここで流通手段機能に

限定して考えれば，世界市場は国内市場とちがって

輸出・輸入が分離されているから，瞬間的に商品流通

を媒介とする流通手段機能はないといってよい。し

かしながら世界市場においても貨幣流通が生じてい

るかぎり，ここで一般的な購買手段という形で流通

手段機能は存在している。この点で購買手段と同じ

意味をもっている。マルクスも指摘しているように

国際的購買手段が国内と逆の形であらわれるのは，

商品流通の形が基本的にちがうことから規定されて

いるのであって，貨幣機能も変化してあらわれてく

ることは当然である。だからこそ世界貨幣機能は，

一般的購買手段よりももっばら支払手段機能が重要

となる。このようにみてくると，国内における流通

手段機能と逆な形として独自的にあらわれることか

ら，国際的購買手段を流通手段とちがったものとみ

ることは正しくない。第二点は，強制通用力は流通

手段機能にのみかかわるという点である。ここで二

ンゲルスが指摘したように（本書第一章第三節注2

を参照のこと），不換制下において銀行券が流通手

段となるのは国家信用の支えが必要なのであって，

現在問題としているのは兌換制の時代ではなく，不

換制という事実を忘れるべきではない。第三にドル

の流通根拠を経済要因のみに求める点こそが現実離

れであって，国際金融はとりわけ国際政治などと深

く結びついている点を考えるべぎであろう。」1)

今宮のこの文章は冬木拓2)への反論として書

かれたものであるが，第一の論点は筆者の主張

にも向けられている。世界貨幣には流通手段機

能が欠けているという筆者の主張に対して，今

宮は一般的購買手段という機能も流通手段機能

であるというのである。国際間で金そのものが

一般的購買手段として登場するのは，国際貸借

の相殺の差額決済だけが世界貨幣（金）の役割

である（支払手段機能）という正常な場合では

なく，「各国民間の物質代謝の均衡が突如攪乱

される」異常事態においてである。それは正常

な物質代謝を媒介する国民経済内部の本来の流

通手段とは似ても似つかぬものであろう。筆者

が世界貨幣の一般的購買手段としての機能を単

なる一般交換手段とみて，流通手段とは認めな

いのは，マルクスが「流通手段」の項で「商品

流通」を「直接的な生産物交換」と明確に区別

し3)，その意味での商品流通を媒介する貨幣の

機能をもって流通手段としているところに則っ

ている。「商品変態の二つの逆の運動段階が一

つの循還を形成し」，「その最も単純な形態にお

いての四つの極と三人の登場人物を想定してい

1) 今宮謙二『国際金融危機』 67ページ
3) マルクス『資本論』第 1巻，大月全集版訳ペー

ジ

2) 冬木拓「強制通用力の国際的適用」説について
『経済』 1977年 6月号
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る」商品流通とは区別しないで，本来は単なる

「直接的な生産物交換」に属するといえる金の

一般的購買手段を流通手段に含めることが，こ

こでの課題を混乱させるように思われる。なぜ

なら，自らは流通界に留まりつづけながら，生

産物を生産から消費に媒介しつづける流通手段

機能から価値章標が生み出されることが問題の

焦点である。世界市場（誤解のないようにここ

でいう世界市場とは国際交換の場のことである

が）では，この意味での流通手段機能が欠けて

いるために，世界市場に独自の価値章標が生ま

れる余地はないと考えている。たとえ， SDRが

商業的取引領域にまで採用されるにいたって

も，決して価値章標としては現われないであろ

ぅ。たしかに過去においてソヴリン金貨や，東

洋市場で流通したメキシコ・ドルのような金銀

鋳貨が国際流通に鋳貨形態で登場したことはあ

ったけれども，それとて近代的資本主義の確立

とともに消え去った。つまり，筆者は価値章標

や不換銀行券のような流通手段が世界市場に登

場する余地はないと考えている。

これまで貨幣論の専門家が不換の国際通貨ド

ルという議論をする時に，念頭においていたの

はドルの不換銀行券でなかったかとの疑を捨て

切れない。そのことがあまりにも議論を混乱さ

せてきたというのが筆者の卒直な感想である。

国際間で不換銀行券が流通する範囲は旅行者の

限られたショッピングか，密輸業者の決済のよ

うな特殊なケースであって，本来の国際経済の

領域とはほとんど関係がない。国際通貨ドルと

は小著で詳細に論じたように， ドル建流動性債

権であって，これが国際決済手段としての役割

を果しているのである。それゆえ，国際通貨ド

ルは価値章標や不換銀行券のような流通手段機

能を果すこと（＝現金化）は全くない。

第 46巻第 6 号

第二の論点は，「強制通用力」概念が問題に

なるのは流通手段機能にかぎつてのことである

との冬木の批判に応えたものである。これに対

する今宮の反論は説明不足である。不換制下で

は強制通用力では不充分で，国家信用の支えが

必要であるとも読めるが，これでは自説の補強

にはなるまい。というのは，ここで今宮は「強

制通用力」の論理が，それ自体価値章標ではな

い国際通貨にまで援用できるという根拠を示さ

ねばならないのだから。ところで，この問題に

ついての冬木の指摘は正鵠を射ている。強制通

用力が流通根拠になるのは流通手段としての補

助貨幣や価値章標についてのみであろう。それ

は兌換制下であろうと，不換制下であろうと変

りないはずである。さらに不換銀行券について

も流通根拠としての強制通用力が問題になるの

は，その出自からいえば信用貨幣である銀行券

だが，商業流通の範囲を越えて，一般流通領域

に入り込むことによって，すでに流通手段とし

て機能するに至っているからである。これにひ

きかえ，国際通貨は上述のように価値章標では

なく，依然として本来の信用貨幣のまま国際決

済手段として機能しているのだから，強制通用

力に流通根拠を求める必要など全くないのであ

る。国民経済内部においても商業手形について

強制通用力といった流通根拠を議論すること自

体ナンセンスであるように，国際通貨ドルにつ

いて流通根拠という議論そのものに何か場違い

な印象を抱くものである。つまり，国内的な貨

幣からの連想だけで，国際通貨がいかなる貨幣

概念かを詳しく検討することを怠っているため

に起っている議論の空転ではなかろうか。

筆者の主張したいことはこれで終っているが，

ことのついでに今宮の第三の論点についてふれ

ておこう。国際金融がすぐれて国際政治にかか
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わっているというのは全く同感である。今宮の

主張するところと内容は異なるが筆者自身もま

たそのことを論じてきた。しかし，そのことが

果して国際通貨ドルの流通根拠と関係があるの

か。 ドル危機の時代にアメリカは各国にドル防

衛への協力を強要したのは外貨準備としてのド

ルの金交換を阻止したまでで，それなしにほ決

済通貨としてドルが用いられなくなったわけで

はない。もし国際政治ということで，アメリカ

によるドル支持の「強制」といった議論を立て

るとすれば，金ドル交換停止後かえって強制が

緩和されたということになりかねない。今宮が

「強制通用力の国際的適用」という主張を補強

するために，アメリカ経済力自体の優位性や，

ニュヨーク国際金融市場のドルの供給力という

金融的条件を持ち出しているが4)， これでは

「強制通用力」という概念そのものがすでに風

化しているように思うのだが，どうであろう。

4) 今宮，前掲書， 63-64ページ。
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